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【開会  午後３時００分】 

 

◎開会・開会宣言 

○教育長 本日、令和２年第７回教育委員会会議を招集いたしました。出席ご苦労様です。 

本日の出席者は４名です。定足数の出席を認めます。よって、令和２年第７回八雲町教

育委員会会議を開会いたします。 

本日の会議日程は、お手元に配布のとおりです。それでは、直ちに本日の会議を開きま

す。 

 

◎日程第１ 会議録署名委員の指名 

○教育長 日程第１ 会議録署名委員の指名を行います。 

本日の会議録署名委員に、福田浩子委員を指名いたします。 

 

◎日程第２ 協議第１号 

○教育長 日程第２ 協議第１号「八雲町学校給食センター設置条例の一部を改正する条

例」を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

○学校給食センター所長 教育長。 

○教育長 学校給食センター所長。 

○学校給食センター所長 協議第１号八雲町学校給食センター設置条例の一部を改正する

条例について、協議を行うものであります。議案書１ページになります。 

この度の改正は、現在改築工事が進んでいる新給食センターの供用開始に伴い、給食セ

ンター設置条例規定の施設の位置を改正するものであります。議案書２ページをお開き願

います。 

改正箇所は、名称及び位置第２条のうち、位置を現行の東雲町３３番地から内浦町２３

７番地２４に改正を行うものです。 

附則といたしまして、この条例は令和２年８月 1日から施行するものでございます。 

以上、協議第１号の説明とさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 

○教育長 事務局の説明が終わりました。何か質問ございませんか。 

 （「なし」という声あり） 

○教育長 無ければ、協議第１号は協議済みとします。 

 



◎日程第３ 議案第１号 

○教育長 日程第３ 議案第１号「八雲町社会教育委員の委嘱について」を議題といたし

ます。事務局の説明を求めます。 

○社会教育課長 教育長。 

○教育長 社会教育課長。 

○社会教育課長 議案第１号八雲町社会教育委員の委嘱について、ご説明いたします。議

案書３ページをお開きください。 

 八雲町社会教育委員は、社会教育法第１５条第１項の規定に基づき条例により設置され

る委員であり、八雲町社会教育委員条例第４条の規定により学校教育及び社会教育の関係

者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者から教育委員会が委嘱

する委員であります。 

 社会教育委員の定数は、条例第２条の規定により２０人以内と定められており、現在１

５名の委員を委嘱しております。 

 本年４月１日付教職員の人事異動により２名の欠員が生じたことから、改めて２名の方

を委嘱しようとするものであります。 

 委嘱しようとする方は、学校教育の関係者として熊石中学校長の小林智晴氏、東野小学

校教頭の佐藤浩二氏の２名で、本年４月１日に遡って委嘱しようとするものであります。 

 なお、今回委嘱する委員の任期は、条例第３条の規定により、補欠により就任した委員

の任期は前任者の残任期間と定められており、令和３年９月３０日までとなります。 

 以上で、議案第１号八雲町社会教育委員の委嘱についての説明といたします。よろしく

お願いいたします。 

○教育長 事務局の説明が終わりました。何か質問ございませんか。 

 （「なし」という声あり） 

○教育長 無ければ、議案第１号を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

 （「異議なし」という声あり） 

○教育長 ご異議がございませんので、議案第１号は原案のとおり可決いたしました。 

 

◎日程第４ 議案第２号 

○教育長 日程第４ 議案第２号「八雲町スポーツ推進審議会委員兼八雲町総合体育館運

営委員会委員の任命について」を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

○体育課長 教育長。 

○教育長 体育課長。 

○体育課長 議案第２号八雲町スポーツ推進審議会委員兼八雲町総合体育館運営委員の任

命について、ご説明申し上げます。議案書４ページをお開き下さい。 

本件は、令和元年１０月１日から任命しておりました委員１名について、４月１日付人

事異動により欠員が生じたことから、欠員補充を行うものです。 

スポーツ基本法第３１条では、市町村に地方スポーツ推進に関する重要事項を調査させ

るため、スポーツ推進審議会を置くことができることとなっており、八雲町スポーツ推進



審議条例第４条の規定により、学識経験のある者、関係行政機関の職員から教育委員会が

町長の意見を聴いて任命することとしており、現在５名を任命しております。 

この度欠員となったのは、児童・生徒スポーツ振興の関係者として中学校体育連盟から

任命している委員について、同連盟から任命するものです。 

任命する委員は、昭和３９年５月６日生まれの浦田慎一氏、５５歳です。 

浦田氏は、八雲中学校長で４月１日付人事異動に伴う八雲町校長会人事により、八雲町

中体連理事長に就任したことから任命するものです。 

任期は、令和２年４月１日から令和３年９月３０日までの、前任者の残任期間となって

おります。 

なお、八雲町総合体育館条例第５条の規定で、総合体育館運営委員は八雲町スポーツ推

進審議会委員をもって充て、その任期はスポーツ推進審議会委員の任期によると規定され

ていることから、あわせて任命するものであります。 

以上、議案第２号の説明とさせていただきます。 

○教育長 事務局の説明が終わりました。何か質問ございませんか。 

 （「なし」という声あり） 

○教育長 無ければ、議案第２号を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

 （「異議なし」という声あり） 

○教育長 ご異議がございませんので、議案第２号は原案のとおり可決いたしました。 

 

◎日程第５ 議案第３号 

○教育長 日程第５ 議案第３号「八雲町学校運営協議会委員の任命について」を議題と

いたします。事務局の説明を求めます。 

○学校教育課長 教育長。 

○教育長 学校教育課長。 

○学校教育課長 議案第３号八雲町学校運営協議会委員の任命について、説明いたします。

議案書５ページをお開きください。 

学校運営協議会委員については、八雲町学校運営協議会規則第５条第１項において、協

議会の委員の定数は１５人以内とし、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍す

る児童又は生徒の保護者、対象学校の校長及び教職員、教育委員会が適当と認める者のう

ちから教育委員会が任命すると定められており、この度、議案書記載のとおり落部中学校

区の対象校から１４人、野田生中学校区の対象校から１２人、八雲中学校区の対象校から

１４人、熊石中学校区の対象校から１４人の合計５４人を任命するものです。 

なお、任期は、規則第６条の規定により令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

の１年間となっております。 

以上、議案第３号八雲町学校運営協議会委員の任命についての説明といたします。よろ

しくお願いいたします。 

○教育長 事務局の説明が終わりました。何か質問ございませんか。 

 （「なし」という声あり） 



○教育長 無ければ、議案第３号を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

 （「異議なし」という声あり） 

○教育長 ご異議がございませんので、議案第３号は原案のとおり可決いたしました。 

 

◎日程第６ 議案第４号 

○教育長 日程第６ 議案第４号「八雲町スポーツ推進委員の委嘱について」を議題とい

たします。事務局の説明を求めます。 

○体育課長 教育長。 

○教育長 体育課長。 

○体育課長 議案４号八雲町スポーツ推進委員の委嘱について、ご説明申し上げます。 

議案書８ページをご覧ください。 

本件は、令和元年１０月 1 日から委嘱しておりましたスポーツ推進委員について、学校

関係から委嘱していた１名が、４月１日付教職員人事異動により欠員が生じたことから、

補充を行うものです。 

スポーツ基本法第３２条第１項では、当該市町村におけるスポーツ推進に係る体制整備

を図るため、社会的信望がありスポーツに関する深い関心と理解を有し、必要な熱意と能

力を有するものの中から市町村教育委員会がスポーツ推進委員を委嘱することとなってお

り、八雲町スポーツ推進委員規則第５条第１項の規定により、欠員となった委員１名を委

嘱するものです。 

この度委嘱する委員は、落部中学校教諭木村久子氏で、昭和５９年１０月５日生まれの

３５歳です。 

前任者が人事異動により欠員となったため、前任者が所属していた落部中学校区から選

出することとし、学校長の推薦を受け、この度委嘱するものです。 

なお、委員の任期は令和２年４月１日から令和３年９月３０日までの、前任者残任期間

となっております。 

以上、議案第４号の説明とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

○教育長 事務局の説明が終わりました。何か質問ございませんか。 

 （「なし」という声あり） 

○教育長 無ければ、議案第４号を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

 （「異議なし」という声あり） 

○教育長 ご異議がございませんので、議案第４号は原案のとおり可決いたしました。 

 

◎日程第７ 議案第５号 

○教育長 日程第７ 議案第５号「専決処分の承認を求めることについて」を議題といた

します。事務局の説明を求めます。 

○図書館長 教育長。 

○教育長 図書館長。 

○図書館長 議案第５号専決処分の承認を求めることについて、ご説明いたします。議案



書９ページをお開きください。 

本件は４月２４日開催予定の第３回八雲町議会臨時会に提案する令和２年度教育費補正

予算について、第６回教育委員会会議におきまして、補正予算要求案について概要を説明

し、ご協議いただいたところでありますが、過日査定結果が内示されました。内示どおり

に議案を作成することについて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規

定に基づき、八雲町長からの意見聴取について意見がない旨申し出ることを専決処分いた

しましたので、これについて承認を求めるものです。 

査定結果については、議案書１１ページになります。一般会計補正予算要求内容につい

ては、第６回会議でご協議いただいた内容と変更がなく、１０款教育費４項社会教育費３

目図書館費１４節工事請負費、八雲町立図書館２階視聴覚ホールの空調設備改修工事請負

費で要求額と同額の７６６万５千円でございます。 

以上、議案第５号専決処分の承認を求めることについての説明を終わります。よろしく

お願いいたします。 

○教育長 事務局の説明が終わりました。何か質問ございませんか。 

 （「なし」という声あり） 

○教育長 無ければ、議案第５号を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

 （「異議なし」という声あり） 

○教育長 ご異議がございませんので、議案第５号は原案のとおり可決いたしました。 

 

◎日程第８ 報告第１号 

○教育長 日程第８ 報告第１号「八雲町教育委員会事務決裁規程の一部改正について」 

を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

○学校教育課長 教育長。 

○教育長 学校教育課長。 

○学校教育課長 報告第１号八雲町教育委員会事務決裁規程の一部改正について、ご説明

申し上げます。 

 この度の改正は、専決規程の一部を改正するもので、改正前につきましては、規程の中

の第２条で専決を定めてございますが、これまでは熊石教育事務所長につきましては、第

５号から第７号を専決できない規定となってございましたが、この度の改正後は、熊石教

育事務所についても第５号から第７号までの規定を専決できることとするための改正でご

ざいます。 

 なお、附則としてこの訓令は、令和２年４月１日から施行することとしています。 

 以上、報告第１号八雲町教育委員会事務決裁規程の一部改正についての説明とさせてい

ただきます。よろしくお願いいたします。 

○教育長 事務局の説明が終わりました。何か質問ございませんか。 

 （「なし」という声あり） 

○教育長 無ければ、報告第１号は報告済みといたします。 

 



◎日程第９ 報告第２号 

○教育長 日程第９ 報告第２号「八雲町青少年問題協議会委員の任命について」を議題

といたします。事務局の説明を求めます。 

○社会教育課長 教育長。 

○教育長 社会教育課長。 

○社会教育課長 報告第２号八雲町青少年問題協議会委員の任命について、ご説明いたし

ます。議案書１４ページをお開きください。 

 八雲町青少年問題協議会は、地方青少年問題協議会法の規定に基づき、町長の附属機関

として八雲町青少年問題協議会条例により設置された機関で、同条例第２条第１号委員 

関係行政機関の職員から任命した者３名、第２号委員学識経験者から任命した者８名の計

１１名の委員で構成している協議会です。 

 この条例第２条 1 号に規定する関係行政機関の職員について、田中前教育長の退任によ

り土井寿彦教育長が４月１日に就任しておりますので、土井教育長に在職期間を任期とし

て任命いたしました。同じく第２号に規定する学識経験者から任命された委員について、

前八雲高等学校長が退職されたため、後任として同じく八雲高等学校菅原雅之校長を４月

１日付けで任命しました。任期は、前任者の残任期間となり令和３年１１月１６日までと

なります。 

以上で、報告第２号八雲町青少年問題協議会委員の任命についての説明といたします。

よろしくお願いいたします。 

○教育長 事務局の説明が終わりました。何か質問ございませんか。 

 （「なし」という声あり） 

○教育長 無ければ、報告第２号は報告済といたします。 

 

◎日程第１０ 報告第３号 

○教育長 日程第１０ 「報告第３号令和元年度教職員の交通事故・違反発生状況につい

て」を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

○学校教育課長 教育長。 

○教育長 学校教育課長。 

○学校教育課長 報告第３号令和元年度教職員の交通事故・違反発生状況について説明を

申し上げます。議案書１５ページからになります。 

 令和元年度教職員の交通事故・違反発生状況について、別紙のとおり報告するものであ

ります。 

 １６ページの一覧表をご覧ください。令和元年度は、記載のとおり１７件の違反・事故

が発生しております。物損事故が６件、もらい事故による人身事故が１件、交通違反が１

０件発生しております。違反の内訳は、３０キロ未満の速度超過が６件、一時不停止が３

件、免許証不携帯が１件となっており、戒告処分を受ける違反はありませんでした。 

平成３０年度の違反は１０件でありましたので、違反件数は前年度と同数となっており

ます。 



毎月の校長会・教頭会において交通事故・違反状況を報告し、事故・違反の撲滅に向け

た取組と職員への指導の徹底を指示しておりますが、今後も教育委員会として指導を継続

し、違反・事故の撲滅に向けて取り組んでまいりたいと考えております。 

 以上、報告第３号令和元年度教職員の交通事故・違反発生状況についての説明とさせて

いただきます。よろしくお願いいたします。 

○教育長 事務局の説明が終わりました。何か質問はございませんか。 

○羽田委員 教育長。 

○教育長 羽田委員。 

○羽田委員 毎年この時期、教職員の交通事故・違反の報告がありますけれども、件数と

しては、年を追うごとに減少しているのでしょうか。 

○学校教育課長 教育長。 

○教育長 学校教育課長。 

○学校教育課長 平成２９年度の違反につきましては１２件、平成３０年度につきまして

は先ほど説明させていただいたとおり違反１０件、令和元年度も１０件ということでした

ので、多少減ってはいますが、だいたい毎年同じような件数が発生してございますし、検

挙される場所につきましても、同じような場所で検挙されているという実態がございます。 

校長会・教頭会ではそういった検挙が頻繁に行われている場所もお伝えしながら安全運転

について、指導を徹底しているところでございます。 

 平成２９年度については、最終的に１２件の違反だったのですが、違反発生時期が夏季

休業中に集中しまして、そういった多発する時期については、その都度注意喚起を促し、

また、臨時の校長会を開催して取組を徹底するよう指導している状況にもございます。以

上です。 

○教育長 平成３０年度も令和元年度も違反は１０件、事故が７件ということですね。よ

ろしいでしょうか。他に質問はございませんか。 

○松永委員 教育長。 

○教育長 松永委員。 

○松永委員 参考までに番号９と番号１０違反は、同一人物でしょうか。 

○学校教育課長 教育長。 

○教育長 学校教育課長。 

○学校教育課長 松永委員ご指摘のとおり、一時不停止で検挙された際に免許不携帯が判

明した事案となってございます。 

○教育長 一時不停止３件は、同じような場所だったのでしょうか。 

○学校教育課長 教育長。 

○教育長 学校教育課長。 

○学校教育課長 このうち２件については、同じ場所で発生してございます。 

○教育長 よろしいでしょうか。他にございませんか。 

 （「なし」という声あり） 

○教育長 他になければ、報告第３号は報告済みといたします。 



◎日程第１１ その他 

○教育長 日程第１５ その他ですが、事務局から何かありますか。 

（「なし」という声あり） 

 

◎閉会の宣言 

○教育長 無いようですので、本日の会議に提出した議案等の審議はすべて終了いたしま

した。これをもちまして、令和２年第７回教育委員会会議を閉会いたします。大変お疲れ

様でした。 

 

 

     【閉会  午後３時２６分】 

 


